
  

 

 

2018 年 12 月吉日 

 

LSS (LOW SULPHUR SURCHARGE)導入港追加のご案内 

 

 

拝啓 平素は弊社サービスを御利用頂き、厚く御礼申し上げます。 

 

今般、弊社では既に上海発着及び同港を経由する貨物を対象として徴収を行っている LOW SULPHUR 

SURCHARGE(LSS)について、大連・新港・威海・青島・上海・曹妃甸発着及び同港を経由する貨物につきまして

も導入を決定いたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。 

 

今後も高品質サービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

記 

 

1.対象貨物： 大連・新港・威海・青島・上海・曹妃甸及び同港を経由する輸出入貨物 

 

2.料率 / 適用開始時期 / 支払い方式 

 

(日本向け輸入) 

適用料率    ：USD15/TEU 

適用開始時期 ：2019 年 1 月 1 日積港 ETD 

支払い方式   ：中国側払い 

 

(日本発輸出) 

適用料率     ：RMB100/TEU 

適用開始時期 ：2019 年 1 月 15 日積港 ETD 

支払い方式   ：中国側払い 

 

以上 
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